
消石灰散布による緊急消毒のお願い！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 今シーズン、家きんでは１道１県４事例の高病原性鳥イ

ンフルエンザが発生し、野鳥では１道７県３３事例から

ウイルスが確認されています（令和７年 11月 20日現

在）。 
➢ 環境中のウイルス濃度が非常に高まっている状況のため、 

県内全域で、緊急消毒を実施します！！ 
 

 

 

 

 

⚫ 農場敷地出入口、家きん舎出入口など、人や車両等の出入

りのある箇所は特に重点的に散布しましょう。 

⚫ 降雨後や除雪後には再度散布しましょう。 
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消石灰散布（幅 1～2m） 

飼養衛生管理区域 

（農場敷地） 

・1㎡当たり 1kg程度 

（20kgで約 20㎡散布可能） 

・粉剤のまま散布 

鶏舎 

鶏舎 

令和７年 11 月 25 日から、県より緊急消毒用の消石

灰を配布しますので、農場敷地および家きん舎周囲

に消石灰散布による緊急消毒を行ってください！ 

実施期間は 11 月 25 日から 12月 26 日です。 

初回散布後も継続して取り組みましょう！ 



 
〇野鳥の鳥インフルエンザ検出状況 １道７県 33 事例 

令和 7年 11月 20日現在  

継続して全国的に高病原性鳥インフルエンザが検出されていま

す。緊急消毒の実施と合わせて、飼養衛生管理基準の点検と徹底を

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

冬季は採卵鶏の誘導換羽を控えましょう。 

やむを得ず実施する場合は毎日の健康観察を注意深く行い、 

少しでも異常を感じた場合はためらわず通報してください。 

  

No. 検体回収場所 検体回収日 種名・種類 亜型 

25 例目 鹿児島県出水市 11 月 10 日 死亡野鳥(ナベヅル) H5N1 

26 例目 福岡県北九州市 11 月 11 日 衰弱野鳥(キンクロハジロ) H5 

27 例目 群馬県高崎市 11 月 12 日 衰弱野鳥(オオタカ) H5N1 

28 例目 北海道湧別町 11 月 11 日 死亡野鳥(オオハクチョウ) H5N1 

29 例目 鹿児島県鹿屋市 11 月 12 日 死亡野鳥（ヒドリガモ) H5N1 

30 例目 北海道標茶町 11 月 12 日 死亡野鳥（オオハクチョウ) H5N1 

31 例目 北海道浦幌町 11 月 12 日 衰弱野鳥（タンチョウ） H5N1 

32 例目 新潟県新潟市 11 月 14 日 死亡野鳥(ハクチョウ類) H5N1 

33 例目 

 

 

福島県矢吹町 11 月 14 日 死亡野鳥(オオハクチョウ) H5N1 

異常が認められた際には、当所まで早期通報を!! 
庄内家畜保健衛生所 

０２３５-６８-２１５１（夜間・休日は緊急携帯に転送されます。） 

① 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒など 

② 衛生管理区域専用の衣服・靴の設置、使用 

③ 衛生管理区域に立ち入る車両消毒など 

④ 鶏舎に立ち入る者の手指消毒など 

⑤ 鶏舎ごとの専用の靴の設置、使用 

⑥ 野生動物の侵入防止のための金網・ネットの点検、修繕 

⑦ ねずみ及びハエ等害虫の駆除 


